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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第31期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第30期

会計期間

    自平成21年
      １月１日
    至平成21年
      ３月31日

    自平成20年
      １月１日
    至平成20年
      12月31日

売上高（百万円） 3,647 20,916

経常利益（百万円） 95 2,489

四半期（当期）純利益（百万円） 9 1,004

純資産額（百万円） 17,952 18,074

総資産額（百万円） 20,857 21,391

１株当たり純資産額（円） 1,014.99 1,020.22

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 0.57 59.74

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － 59.72

自己資本比率（％） 80.5 79.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
793 1,764

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△334 △1,724

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△280 △1,033

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） 6,005 5,683

従業員数（人） 973 1,085

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第31期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 973(37)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）内に外数で記載

しております。

２．従業員が当第１四半期連結会計期間において112名減少しましたのは、主に生産量の調整により、製造・販

売子会社OPTEX (DONGGUAN)CO.,LTD.の従業員が減少したためであります。

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人）  247(26)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）内に外数で記載しておりま

す。 

EDINET提出書類

オプテックス株式会社(E01998)

四半期報告書

 3/25



第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

 (1）電子機器関連事業  

 防犯関連（百万円） 1,482

 自動ドア関連（百万円） 846

 産業機器関連（百万円） 656

 交通関連（百万円） 2

 生産受託関連（百万円） 168

 その他（百万円） 151

 計（百万円） 3,307

(2）その他の事業（百万円） －

合計（百万円） 3,307

　（注）１．上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．当連結会計年度より、電子機器関連事業における区分の名称を変更しております。 

(2）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

 (1）電子機器関連事業  

 防犯関連（百万円） 113

 産業機器関連（百万円） 9

 その他（百万円） 7

 計（百万円） 130

(2）その他の事業（百万円） 0

合計（百万円） 130

　（注）１．上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．当連結会計年度より、電子機器関連事業における区分の名称を変更しております。
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(3）受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

 (1）電子機器関連事業  

 防犯関連（百万円）  －

 自動ドア関連（百万円）  －

 産業機器関連（百万円）  －

 交通関連（百万円）  －

 生産受託関連（百万円） 489

 その他（百万円）  148

 計（百万円） 637

(2）その他の事業（百万円）  －

合計（百万円） 637

 （注）１．上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

       ２．当社グループ（当社及び連結子会社）では、生産受託関連を除き見込み生産を行っているため、該当事項は

ありません。

３．当連結会計年度より、電子機器関連事業における区分の名称を変更しております。

(4）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

 (1）電子機器関連事業  

 防犯関連（百万円） 1,608

 自動ドア関連（百万円） 935

 産業機器関連（百万円） 791

 交通関連（百万円） 23

 生産受託関連（百万円） 130

 その他（百万円） 154

 計（百万円） 3,644

(2）その他の事業（百万円） 3

合計（百万円） 3,647

　（注）１．電子機器関連事業における区分間の取引については相殺消去しております。

２．当連結会計年度より、電子機器関連事業における区分の名称を変更しております。

３．当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

金額（百万円） 割合（％）

ＳＩＣＫ　ＡＧ 399    10.9 

４．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況 

当第１四半期連結会計期間における経済環境は、世界的な金融不安による株式・為替相場の混乱が実体経済にも

波及し、世界需要の未曾有の落ち込みや雇用情勢の悪化による個人消費の著しい低迷など、景気の後退色が一段と

鮮明になりました。

このような状況の下、当社グループの売上高は、36億47百万円（前年同期比32.6％減）となりました。利益面につ

きましては、外部への設計委託費用をはじめとした固定費の削減などに取り組みましたが、急激な需要の減退の影

響が大きく、営業利益は59百万円（前年同期比93.6％減）、経常利益は95百万円（前年同期比88.8％減）となりま

した。また、四半期純利益につきましては、投資有価証券の時価下落により特別損失を計上したものの、海外子会社

配当金益金不算入制度の導入による繰延税金負債の取り崩しにより９百万円（前年同期比98.0％減）となりまし

た。

防犯関連につきましては、国内においては官需向けが比較的底堅く推移したものの、警備会社向け受注の減少に

より前年同期を下回りました。海外においては欧米の住宅バブル崩壊に伴う需要の減速に加え、海外代理店の在庫

調整の影響により大幅な減収となりました。

自動ドア関連につきましては、国内においては建築市況低迷の影響により自動ドア用センサの需要が減少したこ

とに加え、小売業界の投資意欲減退の影響により客数情報システムの売上高が前年同期を大きく下回りました。海

外においては欧米の自動ドア業界の景況が国内以上に落ち込み、その煽りを受け前年同期を下回りました。

産業機器関連につきましては、国内においては三品業界（食品・医薬品・化粧品業界）向けに画像センサが堅調

に推移し、前年同期を上回りました。海外においては欧州企業の設備投資抑制姿勢の影響を強く受け、前年同期を大

幅に下回る結果となりました。

交通関連につきましては、大口受注が売上に貢献し、前年同期を上回る結果となりました。

 

事業の種類別セグメントの状況につきましては、電子機器関連事業の売上高及び営業利益の金額が全セグメント

の売上高の合計額及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

 

所在地別セグメントの状況につきましては、次のとおりであります。

① 日本

防犯関連につきましては、官公庁向けシステムの受注は底堅く推移しましたが、国内警備会社向け売上高の減

少や、海外向け輸出も代理店の在庫調整の影響を大きく受けました。自動ドア関連につきましては、自動ドア設

置台数減少の影響を受けたことに加え、客数情報システムも受注が大きく減少しました。産業機器関連につきま

しては、国内向け画像センサの売上高は前年同期を上回りましたが、欧州向け輸出が大幅減となりました。この

結果、売上高は25億27百万円、営業利益１億76百万円となりました。

② 北米

防犯関連、自動ドア関連ともに、建築市況急落の影響を強く受け、減収となりました。この結果、売上高は３億

32百万円、営業損失21百万円となりました。

③ ヨーロッパ

防犯関連につきましては、建築市況低迷の影響による需要の急減速により大幅な減収となりました。自動ドア

関連につきましては、シェアの増加はみられるものの、自動ドア業界の景況悪化が著しく前年同期を下回りまし

た。この結果、売上高は５億11百万円、営業損失62百万円となりました。

④ アジア

生産受託関連につきましては、世界同時不況の影響もあり受託製品数量の激減により大幅な減収となりまし

た。防犯関連につきましては、韓国ウォン安の影響を大きく受け、前年同期を下回りました。この結果、売上高は

２億76百万円、営業損失14百万円となりました。

 

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。従いまして、当第１四半期連

結会計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため前年

同期比較に関する情報は参考として記載しております。

EDINET提出書類

オプテックス株式会社(E01998)

四半期報告書

 6/25



(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計

年度末と比較して３億21百万円増加し当第１四半期連結会計期間末残高は60億５百万円となりました。当第１四半

期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は７億93百万円となりました。これは主に法人税等の支払額（３億18百万円）及

び仕入債務の減少（１億92百万円）による資金の減少があったものの、売上債権の減少（６億90百万円）及びた

な卸資産の減少（２億32百万円）により資金が増加したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は３億34百万円となりました。これは主に資金運用に伴う有価証券の取得及び売

却（差引支出 １億98百万円）及び有形固定資産の取得による支出（１億15百万円）によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は２億80百万円となりました。これは主に配当金の支払額（２億55百万円）によ

るものであります。

　なお、円安進行により外貨建の預金等に為替評価益が発生していることから、現金及び現金同等物に係る換算差

額は１億42百万円となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、３億30百万円であります。なお、当第

１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(１）主要な設備の状況

 　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

(２）設備の新設、除却等の計画

 　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成21年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成21年５月15日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 16,984,596 16,984,596
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 16,984,596 16,984,596 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年５月１日からこの四半期報告書提出日までの平成13年改正旧商法第280条

ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。

① 平成15年３月29日の第24回定時株主総会決議に基づくもの

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 570

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 111,150

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,174

新株予約権の行使期間
自　平成17年４月１日

至　平成21年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1,174

587

新株予約権の行使の条件 （注）１．

新株予約権の譲渡に関する事項
付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分は認

めないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．①　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役または従業

員の地位にあることを要する。ただし、退任、定年退職等によりかかる地位を喪失した場合は、喪失後２

年間に限り権利行使を認める。

　②　新株予約権の質入れ、権利設定は認めない。

③　その他、権利行使の条件については、第24回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

当社と本件新株予約権割当ての対象となる当社の取締役または従業員との間で個別に締結した新株予

約権割当に関する契約に定めるところによる。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権を行使した場合または定款授権に基

づく取締役会の決議により当社が取得した自己株式をストックオプションの権利者に譲渡した場合は払込

金額の調整は行わない。

     
既発行株式数 ＋

 新規発行株式数×１株当たり払込金額

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

 １株当たりの時価

  既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３．平成19年１月１日付をもって、普通株式１株を1.3株とする株式の分割を行いました。これにより、「新株予

約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」はそれぞれ比例的に調整しております。

 

EDINET提出書類

オプテックス株式会社(E01998)

四半期報告書

10/25



② 平成16年３月27日の第25回定時株主総会決議に基づくもの

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 1,140

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 148,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,502

新株予約権の行使期間
自　平成18年４月１日

至　平成22年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

2,502

1,251

新株予約権の行使の条件 （注）１．

新株予約権の譲渡に関する事項
付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分は認

めないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．①　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役また

は従業員の地位にあることを要する。ただし、退任、定年退職等によりかかる地位を喪失した場合は、喪

失後２年間に限り権利行使を認める。

　②　新株予約権の質入れ、権利設定は認めない。

③　その他、権利行使の条件については、第25回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

当社と本件新株予約権割当ての対象となる当社の取締役、監査役または従業員との間で個別に締結した

新株予約権割当に関する契約に定めるところによる。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権を行使した場合または定款授権に基

づく取締役会の決議により当社が取得した自己株式をストックオプションの権利者に譲渡した場合は払込

金額の調整は行わない。

     
既発行株式数 ＋

 新規発行株式数×１株当たり払込金額

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

 １株当たりの時価

  既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３．平成19年１月１日付をもって、普通株式１株を1.3株とする株式の分割を行いました。これにより、「新株予

約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」はそれぞれ比例的に調整しております。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年１月１日～

平成21年３月31日
－ 16,984,596 － 2,798 － 3,649

 

（５）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、スパークス・アセット・マネジメント株式会社から平成21年２月５日付で

金融庁に提出された大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、平成21年１月30日現在で以下の株式

を保有している旨の報告を受けておりますが、当第１四半期会計期間末日現在の株主名簿の記載内容が確認で

きないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称  住所
 保有株券等の数

（株）

 株券等保有割合

（％）

スパークス・アセット・マネジメント株

式会社

東京都品川区大崎一丁目11番２号

ゲートシティ大崎 
株式  1,058,200 6.23
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式） 

普通株式 　　 423,100

（相互保有株式）

普通株式  　　 18,600

－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式   16,379,200 163,792 同上

単元未満株式 普通株式  　  163,696 －
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 16,984,596 － －

総株主の議決権 － 163,792 －

②【自己株式等】

 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

（自己保有株式）

オプテックス株式会社 

滋賀県大津市におの浜四丁

目７番５号
423,100 － 423,100 2.49

（相互保有株式）

オフロム株式会社 
福井県福井市三留町72-10 18,600 － 18,600 0.11

計 － 441,700 － 441,700 2.60

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 838 890 890

最低（円） 742 798 751

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,005 5,683

受取手形及び売掛金 3,432 4,069

有価証券 756 695

商品及び製品 1,743 1,800

仕掛品 44 96

原材料及び貯蔵品 699 746

繰延税金資産 498 453

その他 884 637

貸倒引当金 △29 △30

流動資産合計 14,035 14,153

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 1,421

※
 1,443

機械装置及び運搬具（純額） ※
 210

※
 206

工具、器具及び備品（純額） ※
 565

※
 575

土地 1,203 1,203

建設仮勘定 29 5

有形固定資産合計 3,429 3,433

無形固定資産

のれん 227 260

その他 247 241

無形固定資産合計 475 501

投資その他の資産

投資有価証券 1,806 2,149

繰延税金資産 779 805

その他 349 364

貸倒引当金 △18 △17

投資その他の資産合計 2,916 3,301

固定資産合計 6,821 7,237

資産合計 20,857 21,391
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 723 849

短期借入金 102 86

1年内返済予定の長期借入金 12 12

未払法人税等 67 294

繰延税金負債 11 25

賞与引当金 194 59

その他 711 798

流動負債合計 1,824 2,127

固定負債

長期借入金 4 7

繰延税金負債 52 196

再評価に係る繰延税金負債 6 6

退職給付引当金 622 598

役員退職慰労引当金 374 363

その他 19 16

固定負債合計 1,080 1,189

負債合計 2,904 3,317

純資産の部

株主資本

資本金 2,798 2,798

資本剰余金 3,653 3,653

利益剰余金 11,759 12,081

自己株式 △536 △534

株主資本合計 17,674 17,998

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △21 △37

土地再評価差額金 10 10

為替換算調整勘定 △862 △1,080

評価・換算差額等合計 △873 △1,107

新株予約権 0 0

少数株主持分 1,151 1,183

純資産合計 17,952 18,074

負債純資産合計 20,857 21,391
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 3,647

売上原価 1,861

売上総利益 1,785

販売費及び一般管理費 ※
 1,726

営業利益 59

営業外収益

受取利息 18

為替差益 47

受取賃貸料 5

その他 6

営業外収益合計 77

営業外費用

支払利息 1

持分法による投資損失 8

賃貸費用 7

投資事業組合運用損 22

その他 2

営業外費用合計 41

経常利益 95

特別利益

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 1

投資有価証券評価損 175

特別損失合計 177

税金等調整前四半期純損失（△） △81

法人税、住民税及び事業税 92

法人税等調整額 △184

法人税等合計 △92

少数株主利益 1

四半期純利益 9
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △81

減価償却費 132

のれん償却額 32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 134

受取利息及び受取配当金 △18

支払利息 1

為替差損益（△は益） △12

持分法による投資損益（△は益） 8

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 175

固定資産除売却損益（△は益） 1

売上債権の増減額（△は増加） 690

たな卸資産の増減額（△は増加） 232

仕入債務の増減額（△は減少） △192

その他 △39

小計 1,098

利息及び配当金の受取額 15

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △318

営業活動によるキャッシュ・フロー 793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △599

有価証券の売却及び償還による収入 399

有形固定資産の取得による支出 △115

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △13

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 1

貸付けによる支出 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △334

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 11

長期借入金の返済による支出 △3

配当金の支払額 △255

少数株主への配当金の支払額 △35

その他 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △280

現金及び現金同等物に係る換算差額 142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 321

現金及び現金同等物の期首残高 5,683

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 6,005
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

会計処理基準に関する事項の

変更

(１)「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号　平成18年７月５日公表）を適用し、評価基準については主として総平均法

による原価法から、総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）に変更しております。

　　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

(２)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用

    当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決

算上必要な修正を行っております。

　　なお、この適用による損益への影響は軽微であります。  

 

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の算

定方法

  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したもの

と著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用

して貸倒見積高を算定しております。

  

２．棚卸資産の評価方法   当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連

結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法によっております。 

 

３．固定資産の減価償却費の算

定方法

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。  

４．法人税等並びに繰延税金資

産及び繰延税金負債の算定方

法

  当第１四半期連結会計期間における法人税等の算定に関しては、加味する加減算項

目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

  また、一部の重要性の乏しい連結子会社については、上記に替えて、税引前四半期純

利益に前連結会計年度末の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担

率を乗じて算定しております。 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、且つ一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計

年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法に

よっております。 

 

  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 　　 該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

 ※　有形固定資産の減価償却累計額は、5,093百万円であり

ます。

 ※　有形固定資産の減価償却累計額は、4,982百万円であり

ます。

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬及び従業員給与　　   561百万円

賞与引当金繰入額　　　　 　   81

退職給付費用               　 27

役員退職慰労引当金繰入額    　10

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 6,005

現金及び現金同等物 6,005
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　16,984,596株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　 431,928株

３．新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　0百万円（親会社　－百万円、連結子会社　0百万円）

（注）連結子会社のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりま

せん。

４．配当に関する事項

配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年３月28日

定時株主総会
普通株式  331 20 平成20年12月31日平成21年３月30日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　当グループにおける電子機器関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の

合計額に占める割合がそれぞれ90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間　（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

アジア
（百万円）

計　　　（百万
円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                             

(1）外部顧客に対する売上

高
2,527 332 511 276 3,647 － 3,647

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
527 － 1 532 1,061 △1,061 －

計 3,055 332 512 809 4,709 △1,061 3,647

営業利益又は営業損失（△） 176 △21 △62 △14 77 △17 59

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米　…………　米国

(2）ヨーロッパ　…　イギリス、フランス、ポーランド、オランダ

(3）アジア　………　中国、香港、台湾、韓国

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間　（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 北米 ヨーロッパ アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 305 1,176 393 138 2,013

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 3,647

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
8.4 32.2     10.8     3.8     55.2

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米　…………　米国、カナダ

(2）ヨーロッパ　…　ドイツ、イギリス、フランス、オランダ、ポーランド、ロシア

(3）アジア　………　中国、香港、台湾、韓国

(4）その他　………　オセアニア、アフリカ、南米

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高（ただし、セグメント間の内部

売上高を除く）であります。
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（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末と比べて著しい変動が認められないため記載を省略して

おります。

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

　前連結会計年度末と比べて著しい変動がないため記載を省略しております。  

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

前連結会計年度末と比べて著しい変動がないため記載を省略しております。  

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　　0百万円

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 1,014.99円 １株当たり純資産額 1,020.22円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 0.57円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

四半期純利益（百万円） 9

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 9

期中平均株式数（株） 16,552,767

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年５月11日

オプテックス株式会社

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 石田　　昭　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 関口　浩一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオプテックス株式会

社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成

21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オプテックス株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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